
 

271 

 

【Ⅱ－３ リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進－⑧】 

⑧ 回復期等の患者に対する口腔機能管理の推進 
 

第１ 基本的な考え方 
 

回復期医療・慢性期医療を担う病院における歯科の機能を評価し、リ
ハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の一体的な取組を推進する観
点から、口腔機能管理に係る評価体系を見直す。 

 
第２ 具体的な内容  
 

１．回復期リハビリテーション病棟等に入院する患者に対する口腔機能
管理等の実施について、管理計画を策定した場合、歯科医師が口腔機
能管理を行う場合及び歯科衛生士が口腔衛生管理を行う場合の評価を
新設する。 
 

（新）  回復期等口腔機能管理計画策定料      300 点 
 

［算定要件］ 
（１）医科点数表の区分番号Ａ１０１に掲げる療養病棟入院基本料、区

分番号Ａ３０８に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料又は
区分番号Ａ３０８－３に掲げる地域包括ケア病棟入院料を算定する
患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、リハ
ビリテーション等を行う保険医療機関からの文書による依頼に基づ
き、当該患者又はその家族の同意を得た上で、回復期等の口腔機能の
評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説
明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該リハビリ
テーション等に係る一連の治療を通じて１回に限り算定する。 

（２）区分番号Ｂ０００－５に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料、
区分番号Ｂ００６に掲げる開放型病院共同指導料（Ⅱ）、区分番号
Ｂ００６－３に掲げるがん治療連携計画策定料、区分番号Ｂ００９
に掲げる診療情報提供料（Ⅰ）の注５に規定する加算及び区分番号
Ｂ０１５に掲げる退院時共同指導料２は、別に算定できない。 

 
（新）  回復期等口腔機能管理料      200 点 

 
［算定要件］ 
（１）医科点数表の区分番号Ａ１０１に掲げる療養病棟入院基本料、区

分番号Ａ３０８に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料又
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は区分番号Ａ３０８－３に掲げる地域包括ケア病棟入院料を算定
する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保
険医療機関において、区分番号Ｂ●●に掲げる回復期等口腔機能
管理計画策定料の注１に規定する管理計画に基づき、リハビリテ
ーション等を行う他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入
院中の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、
当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者
につき、区分番号Ｂ●●に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定
料を算定した日の属する月から月１回に限り算定する。 

（２）回復期等口腔機能管理料を算定した月において、区分番号Ｂ００
０－４に掲げる歯科疾患管理料、区分番号Ｂ０００－４－２に掲
げる小児口腔機能管理料、区分番号Ｂ０００－４－３に掲げる口
腔機能管理料、区分番号Ｂ０００－６に掲げる周術期等口腔機能
管理料（Ⅰ）、区分番号Ｂ０００－７に掲げる周術期等口腔機能管
理料（Ⅱ）、区分番号Ｂ０００－８に掲げる周術期等口腔機能管理
料（Ⅲ）、区分番号Ｂ００２に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区
分番号Ｂ００４－６－２に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番
号Ｂ００６－３－２に掲げるがん治療連携指導料、区分番号Ｃ０
０１－３に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号Ｃ００１－
４－２に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号Ｎ０
０２に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。 

 
（新）  回復期等専門的口腔衛生処置      100 点 

 
［算定要件］ 
（１）区分番号Ｂ●●に掲げる回復期等口腔機能管理料を算定した入院

中の患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔
清掃を行った場合に、回復期等口腔機能管理料を算定した日の属する
月において、月２回に限り算定する。 

 
（２）回復期等専門的口腔衛生処置を算定した日の属する月において、

区分番号Ｉ０２９に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号Ｉ
０２９－２に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号Ｉ
０３０に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号Ｉ０３０－２に掲げ
る非経口摂取患者口腔粘膜処置は、別に算定できない。 

 
２．地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準について、回復期等の

患者に対する口腔機能管理の実績を選択可能な要件として加える。 
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改 定 案 現   行 

【地域歯科診療支援病院歯科初診

料】 

［施設基準］ 

九 地域歯科診療支援病院歯科初診

料の施設基準 

(1)～(6) （略） 

(7) 次のイ、ロ又はハのいずれか

に該当すること。 

 イ・ロ （略） 

 ハ 次のいずれにも該当するこ

と。 

 ① 常勤の歯科医師が１名以

上配置されていること。 

 ② 歯科医療を担当する病院

である保険医療機関におい

て、歯科点数表の回復期等

口腔機能管理計画策定料又

は回復期等口腔機能管理料

のいずれかを算定した患者

の月平均患者数が10人以上

であること。 

(8) （略） 

【地域歯科診療支援病院歯科初診

料】 

［施設基準］ 

九 地域歯科診療支援病院歯科初診

料の施設基準 

(1)～(6) （略） 

(7) 次のイ又はロのいずれかに該

当すること。 

 イ・ロ （略） 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) （略） 




